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株式資本を有さない会社

SI(国際ソロプチミス ト)

の

基本定款

この基本定款の各署名者は、
「2006年会社法」の下で会社を結成することを望んでおり、

当会社の構成員になることに同意している。

各署名者による認証
各署名者の名前

国際ソロプチミス ト アメリカ

国際ソロプチミス ト ヨーロッパ

国際ソロプチ ミス ト サ ウス・ ウエス ト
パシフィック (公開保証有限責任会社 )

AC147990627

国際ソロプチミス ト グレー トブリテン
&アイルランド

Ч

認定署名人

認定署名人

認定署名人

認定署名人

▼
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会社番号 :8670477

2006年会社法

SI(国際ソロプチミス ト)

の

通常定款

20134P8′月 30 日

に法人化
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2006年会社法

株式資本を有さない

保証有限責任会社

SI(国際ソロプチミス ト)

の

通常定款

前文

国際ソロプチミス トは、世界中の女性のための国際ソロプチミス トの奉仕クラブの連盟をまとめ

るために、そして、世界のあらゆる地域で国際ソロプチミス トの 「目的」の推進を促 し、エンパ

ζ百♭夭 ヲ蛉 笏 蠅 身 電 l踏 月 り

:粉
野 ぅ、存ヽ ■■チ〕 鮮 増 継 孵 難 し  t

卜・クラブが設立されたのに伴い始まった。

国際ソロプチミス トは、理解促進、提唱、活動を通 じて女性と女児の生活と地位を向上させるた

めのグローバル・ボイスである。

国際ソロプチミス トは、国家間の政治論争を引き起こす問題に関して、政党政治に関して、宗教
問題に関して、現在も将来も常に厳正中立である。

国際ソロプチミス トには、世界共通であるよう意図され、好ましくない広告や営利 目的に利用さ

れないよう構成連盟によつて守られているエンブレムがある。エンブレムは、構成連盟、連盟を
構成するクラブ、個々のソロプチミス トが、世界的な国際ソロプチミス ト運動の一員としての自
己の身分を明らかにするために使用することができる。

エンブレムは、円盤上に両腕で 「SoropimistJの バナーを掲げる女性像があり、その背後に太陽
の光が広が り、バナーの片側か らは樫の実 と葉が下が り、他方か らは月桂樹の葉が垂れ、
「Il.ternauOnalJの 文字が外円にある構成 となっている。

ソロプチミズムの原則は、

・  女性の地位向上

0 高い倫理基準

・  万人の人権

・  平等、開発、平和

。 国際理解、親善、平和の推進

を求め努力することである。

・じ
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1. モデル定款

「2008年会社 (モデル定款)規則」の第 2表に記載の、非公開保証有限責任会社のためのモデル

定款は、当会社には適用しないものとする。

2。  目的

当会社の目的は、直接、または他の人たちに働きかけたり他の人たちを支援 したりすることを通
じて、以下を推進することである :

・  教育の向上

・  保健と救命の向上

。 貧困の軽減と予防

・  優れた市民性 と地域社会開発の向上

。 人権、平和、平等、多様性の向上

それは、世界中の一般市民のため、特に女性 と女児が、現在は不平等であったり不利な状況にあ
る社会の中で、自分の地位、立場、役割を向上できるようにするために行 うものである (「 目的」)。

3. 権限

当会社は以下の権限を持つcこ れらの権限は、「目的」の推進においてのみ行使することができる :

3.1  国際ソロブチミス トとして知られている既存の非法人協会のすべての機能を引き継ぎ、
財産を取得し、責任を引き受ける。

3.2  国際連合、国連機関、国連の専門機関および関連するプログラムや活動に、代表、デレ

ゲー ト、オブザーバーを派遣する。

3.3  大会、会議、講演会、セミナーを開催または宣伝する。

3.4   「目的1に関連のある事項について、政府や他の機関およびそういつた政府や機関の個々

のメンバーヘのキャンペーンやロビー活動を行 う。(ま た、政府や他の機関およびそういつた政府
や機関の個々のメンバーのキャンペーンやロビー活動を奨励する。)ただし、常に当会社の厳格な

政党政治の中立性を維持する。

3.5  世界中のソロプチミス トに、「目的」を推進するための活動に従事するよう奨励する (た

だし、連盟のいかなる権限をも侵害しないようにこの権限を行使するという条件の下で)。

3.6  調査を推進または実施する。

3.7  ア ドバイスを提供する。

3.8  情報を公表または配布する。

3.9  他の機関と協力する。
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3.10  他の非営利組織を支援、運営、設立し、受託者 (177項 により定義されているものを含
む)の役 目を務める。

311  何らかの手段で資金を調達する。

3.12  資金を借 り入れ、融資の保証をする。

3.13  何らかの種類の資産を取得または賃借 し、使用できるようその保守管理を行い設備を整
える。

3.14  何 らかの種類の資産を賃貸または処分する。

3.15  金銭の助成または融資を行い、保証をする

3.16  「目的」のいずれかのために作られた他の非営利機関または慈善団体とパー トナーシッ
プ、共同事業、協力協定を設けたり、それらに合体、合流、参入をする。

3.17  特別の目的のため、または将来の出費に対する準備金 として、資金を別途取 り置く。

3.18  「2000年受託者法」によって信託の受託者が行 うことが認められているのと同じ方法で、
同じ条件下で、次のことに着手する :

(a)資金を預金または投資する。

(b)専門の資金管理者または財務専門家を雇用または任命する。

(c)当 会社の投資または他の財産を証券信託会社洛義で、または、管理業者によって保有しても
らう手はずを整える。

3.19  予測可能なリスクに対して当会社の財産に保険を掛け、必要なときに当会社を守るため
に他の保険に加入する。

3.20  理事の賠償責任保険を負担する。

3.21  第 4条により、適切な期間、有給または無給の代理人、職員、顧問を雇 う。

322  他の機関へ、または他の機関のために、サービスを提供する契約を結ぶc

3.23  当会社を援助するまたは当会社の代理を務めるための子会社を設立する。

3.24  当会社結成の費用を負担する。

3.25  「目的Jを推進する、またはそれを助けるために、法律の範囲内で他の何らかのことを
行 う。
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4. 構成員および理事に対する便宜

4.1   当会社の財産と資金は、「目的Jの推進のためのみに使われなければならず、当会社の構

成員の所有物でも理事の所有物でもない。それらは、個人的な利益や恩恵を生み出すために使わ

れてはならない。ただし :

(a)構成員および理事は、当会社と契約を結び、提供 した物品またはサービスに対して妥当な支

払いを受けることができる。

(b)構成員および理事は、当会社への貸付金に対する妥当な率の利息の支払いを受けることがで

きる。

(c)構成員および理事は、当会社に貸 し出しまたは賃貸された財産に対する妥当な貸し出し料ま
たは賃貸料の支払いを受けることができる。

4.2  理事は、以下の場合を除き、(直接、間接にかかわらず)当会社から金銭の支払いまたは
その他の物質的な恩恵を受けてはならない :

(a)3.18項 (賠償責任保険)、 4.1項 (b)研り′急)、 4.1項 (c)(貸 し出し料)、 4.3項 (契約による支
払い)に述べられたもの。

(b)当 会社の業務で実際にかかった妥当な立て替え費用 (宿泊費、交通費など)の還付。

(c)当 会社の運営の中で正当に負つた賠償責任についての補償 (刑事訴訟に対する成功 した弁護
の費用を含む)。

(d)理事による株式保有が 1パーセントを超えない会社への支払い。

4.3  理事は当会社の被雇用者でないかもしれないが、理事または関連当事者は、次の場合、
報酬またはその他の物質的な恩恵と引き換えに物品またはサービスを提供する契約を当会社 と結
ぶことができる :

(a)その物品またはサービスが当会社によって本当に必要とされている。

(b)報 Ellの性質と程度が、その物品またはサービスの価値 との関連で妥当な範囲を超えず、4.4項
の手続きに沿つて理事会会合で設定されている。

(c)1会計年度中にそのような契約の影響を受ける理事が半数を超えない。

4.4  4.5項により、何 らかの事項に関して利益相反理事になる理事は、次のことを行わなけれ

ばならない :

(a)その事項に関する協議が始まる前に、自らの利害の性質と程度を明らかにする。

o)情報提供のためにその場に留まるよう特別に要請されない限り、その案件のための会合から
退席するこ

(c)会合のその部分の定足数に算入されないc

(d)表決中は身を引き、その事項 i二 ついての表決権を返上する。
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4.5  いずれかの理事が利益相反状態にある時には、利益相反状態にない理事は、利益相反理

事を算入しなくても定足数を満たしていて、そうすることが当会社にとつて最大の利益になると

い うことに納得しているならば、利益相反理事の不在時に承認 した決議によつて、利益相反理事

にとつて生じた、または、生じるかもしれない利害もしくは責務の衝突にもかかわらず、利益相

反理事が次を行 うのを許可することができる :

(a)決定を行 うことおよび/ま たは表決へとつながる協議への参加を続ける。

(b)当 会社の秘密の情報を第二者に開示する。

(c)利益相反理事または関連当事者による間接または直接の報酬または物質的恩恵の受領 (当 会

社からであるなしにかかわらず)を伴わず、さもなければ認められない他の行動を取る。

(d)そ の利益相反を取り除くために必要な措置を取るのを控える。

4.6   この第 4条は改正してはならない。

5。  有限責任

構成員の責任は 1ポンドに制限されている。これは、万一当会社が畳まれる場合当会社の財産に

寄付するために各構成員が引き受ける額である。

6。  保証

各構成員は、自らが構成員である間またはその後 12か月以内に当会社が解散する場合には、解散

の費用および、その寄付者が構成員であつた間に当会社が負った賠償責任に向けて最高で 1ポン

ドまで支払 うことを約束するc

7. 解散

当会社が解散する場合には、すべての未払負債のための準備が整えられた後に残つている財産 (も

しあるなら)を、構成する連盟の数と各連盟内のクラブの会員である個々のソロプチミス トの数

を参照して計算された額で、(ま たは、上述の計算方法および、連盟、連盟の所属クラブ、連盟の

地域内に居住する個々のソロプチミス トによつてなされた寄付を考慮に入れた後、理事会が適切

と考える割合で、)構成連盟から指名された慈善組織に分配することによつて割 り当てなければな

らない。そのような慈善組織は、当会社と目的、活動が同じか、その範囲に収まる目的、活動を

持っていることが求められる。

8。  構成員

8.1  当会社は、構成員の登録簿を維持 しなければならない。

8.2   当会社の構成員の地位は、どの連盟も得ることができる。当初の構成員は署名者であり、

新 しい連盟は、理事会の裁量により構成員になることが認められるものとする。

8.3  理事会は、会費の額を設定することができる。

84  構成員の地位は、当該構成員が次の場合に終結する :

t
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(a)当 会社へ書面の脱退届を提出する。ただし、その脱退後に少なくとも 2つの構成員が残留す
る場合に限る。また、エンブレムおよび構成員の名称に 「SorOpumist lnternaional(国際ソロプ
チミス ト)」 という語を使用することについて、構成員の別個の同意の要件に従 う。

(b)存在をやめる。

(c)関係のある会費 (も しあるなら)の納入が 6か月滞る。 (た だし、そのような場合には、当該
構成員は未納額を支払えば復帰できる可能性がある。)

(d)理事会の妥当な見解 として、その構成員が構成員であり続けることが当会社にとって有害で
あるとの根拠の下、理事会の決議により、構成員の地位から外される。理事会がそのような決議
を可決できるのは、当該構成員の判明している最後の住所に書面で通知 し、その構成員が通知受
領後正味日数で 14日 以内に提出した書面による異議 (も しあるなら)を考慮に入れて、 (特別に
招集 された理事会会合において)本件を検討 した後のみとする。

8.5   当会社の構成員の地位は譲渡不可能である。

9。  当会社の構成員の全体会合

9.1  構成員は、認定代表者または代理人によって、全体会合に出席する資格がある。代理人
届出書は、会合の少なくとも24時間前に総務役に届けられなければならない。12.4項に準じて作
成される関連の細則で示されるように、他の人も全体会合に出席 し、発言が認められる場合があ
る。全体会合は、正味日数で28日 前までの書面の通知によって招集される。そこには、協議すべ
き議題が具体的に述べられ、AGMの 場合は、9.9項の (a)と (b)を含め、その会合で提示され
る文書のコピーを添付するものとする。

9.2  構成員すなわち、本人が直接または代理人によって出席 している認定代表者の数が、構
成員の総数の 75パーセント以上であれば、全体会合の定足数は満たされる。

9.3  全体会合は、関係する認定代表者もしくは代理人が直接出席することによって、または、
参加するそれぞれの認定代表者もしくは代理人と会合の議長が他の参加者全員 と適切に意思の疎
通を図ることができる、理事会の同意を得た電子的手段を通じて、開催することができる。この
場合、会合の開催場所は、参加者の最大数が集められるところか、そのような場所がなければ、
その会合の議長がいる場所と見なすものとする。

9.4  全体会合では、会長または、(会長が議長を務めることができない、またはそれを望まな
い場合には)出席者が選出した認定代表者が議長を務める。

9.5  本定款または「会社法」により別段に求められない限り、各案件は、投 じられた票の単
純過半数によって決定される。

9.6  認定代表者を通 じてまたは代理人によって出席 している各構成員は、各案件について 1

票を投 じる。認定代表者も代理人も、同時に当会社の理事にはならないものとする。

9.7 「2006年会社法_1コ Jっ て可決 された書而による決議は、全体会合で実際に可決 された
決議 と同様に有効である。

9.8  初回を除き、当会社は毎年 AGMを 開催 しなければならない。初回の AGMは 、当会社
の法人化後 18か月以内に開催 しなければならない。
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9.9  ACMに おいて、構成員は :

(a)前会計年度の当会社の計算書類を受け取る。

(b)前会計年度の当会社の活動について理事会報告書を受け取る。

(c)前回の AGMの 日以降に起こつた選出・任命による役職保持者 と理事の任命、選出、退任に

ついて確認する。

(d)当 会社のために監査人または独立検査人を任命する。

(e)ポ リシーに関わる問題について協議、決定し、理事会によつて提起された他の議題を処理す

る。

9.10  全体会合 (ACM以外)は、理事会によつていつでも招集することができ、「2006年会社

法」の 303項に準じて求められた場合には、21日 以内に招集 しなければならない。

10。 理事会

10.1  理事は、当会社およびその財産ならびに資金を管理する。

10.2  理事会は、以下の個人で構成されるものとする :

(a)会長、 トレジャラー、提唱ディレクター。

(b)構成員である各連盟により、その連盟の通常の手続に沿つてその時々に任命された追加の 2

人。

10.3  理事は、以下の場合自動的に理事ではなくなる :

(a)精神的または身体的に、自分で自分のことができない。

(b)任命 した連盟の決議によつて解任される。

(c)理事会への書面の通知により本人が辞任する (た だし、最低 2名 の理事が留任する場合に限

る)。

10.4  理事会がその時点では気付いていない、理事の任命における技術的不備は、会合で行わ

れた決定を無効にするものではないc

ll.理事会の議事手続

11.1  理事会は、毎年少なくとも1回の会合を開かなければならない。

11.2  理事会会合の定足数は、対面式での開催であれ、電子的手段を通 じての開催であれ、8

人の理事である。

11.3  理事会会合は、対面、または参加者が他の参加者全員と適切に意思の疎通を図ることが

できる、理事会の同意を得た電子的手段を通じて開催することができる。

t

-9-



タ

11.4  それぞれの理事会会合では、会長または、(会長が議長を務めることができない、または
それを望まない場合には)出席した理事により選ばれた他の理事が議長を務める。

11.5  各案件は、理事会会合で投 じられる票の単純過半数によつて決定されるが、理事の必要
多数による署名がなされた書面による決議は、会合で可決された決議と同様に有効である。その
ような決議は、この目的のために 2つ以上の文書に含まれる可能性があり、最後の署名がされた
日に可決されたものとして扱われる。

11.6  各理事は各案件について 1票を有しており、賛否同数になった場合議長決済は行わない

ものとする。

11.7  会長エレク トが就任 し、その日から会長エレク トが理事会会合に出席するようになるま
では、直前会長が理事会会合に出席する。手続コンサルタン トと総務役も理事会会合に出席する。
これらの出席者は、理事会会合で発言する資格はあるが表決権はないものとする。直前会長また
は会長エレク トが 11.11.1項 に則つて代理理事に任命されている場合を除き、これらの出席者は、
理事会会合で発言する資格はあるが表決権はないものとする。

11.8  理事会の裁量によって、会長エレク トが就任後の直前会長、当会社の職員と顧問、理事
ではない委員会メンバーおよび、理事会がその時々に同意 した他の人たちに、理事会会合に出席
し理事会の資料を受け取るよう要請することができる。また、理事会は、そのような出席や理事
会資料の回覧に関して、その時々に細則を改正することができる。そのような追加の出席者は、
理事会によって求められたときにのみ発言するものとし、そのようないずれの追加出席者も、一

切の表決権はないものとする。

11.9  理事会がその時点では気付いていない、議事手続き上の不備は、会合で行われた決定を
無効にするものではない。

11.10 理事の数が理事会会合の定足数に満たない場合には、理事会には、次を行 う権限がある :

(a)構成連盟が空席を埋めるまで務める追加の理事を任命する。

(b)構成員の全体会合を招集する。

(c)当 会社の財産を保ち守るための措置を講じる。

11.1■  代理理事の任命 と解任

11.11.1 10.2項 (b)に則つて任命された理事が、理事会会合に出席することができない、または
出席を望まない場合には、その理事を任命 した構成連盟 (“任命者")は、誰か他の人を代理理事
に任命 し、代理が任命された理事の不在時に理事たちが行 う決定に関連 して、その理事の権限を
行使 しその理事の責任を遂行 してもらうことができる。

11.11.2 代理理事の任命、解任は、任命者の署名がされた書面で、その代理理事が代理理事とし
て出席する初めての会合の少なくとも24時間前に、当会社 (総務役宛)に届けられなければなら
ない。

11.11.3 その通知状では、当該理事および提案されている代理人は誰であるのかを示 し、また、
提案されている代理人は当該理事の代理人として行動する意思がある旨を述べた、本人の署名入
りの文を含めなければならない。

11。12 代理理事の権利 と責任

-10～
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11.12.1 代理理事は、理事の会合、理事の書面による決議や決定に関して、当人が代理を務める
理事と同じ権利を持つ。代理理事の権利は、当人が代理を務める理事の不在時にのみ行使するこ
とができる。

11.12.2 本定款に別段に特記されている場合を除き、代理理事は、

(a)いかなる目的に対 しても、当会社の理事と見なされる。

(b)自 分自身の作為と不作為に責任を負 う。

(c)当 人が代理を務める理事と同じ制約を受ける。

(d)任命者や当人が代理を務める理事の仲介人とは見なされない。

11.12.3 代理理事は、定足数の参加があるかどうかの決定上、参加 として数えることができる (た
だし、当人が代理を務める理事が参加できたにもかかわらず参加 していない場合のみ)。 しかしな
がら(代理理事を、定足数の参加があるかどうかの決定上、複数の理事として数えることはでき
ない。

11.12.4 代理理事は、代理理事を務めることに対して、当会社からどのような報El lも 受け取る資
格はない。

11。13 代理理事職の終結

代理理事の代理理事としての任命は、次の場合終結する :

(a)任命者が当会社への書面の通知により任命を取 り消したとき。

(b)も し、当人が代理を務める理事に関して起こったなら、その理事としての任命の終結とい う
結果をもたらすであろう出来事が、代理理事に関して起こった場合。

(c)当 人が代理を務める理事が死亡したとき。

(d)

(e)当 人が代理を務める理事の、理事としての任命が終結 したとき。

12.理事会の権限

理事会は、本定款に記載の他の権限に加えて、当会社θ

12.1  当会社の総務役の役割を務める個人 (理事のち

12.2  理事会の機能のいずれかを、理事会が任命 しア
けた推薦からを含め、その時々に理事会が決定する他の人たちで構成される下部委員会に委任す
る。下部委員会のすべての議事内容は、速やかに理事会に報告されなければならない。

12.3  細則を本定款および 「会社法」と一致させる :

(a)当 会社の構成員の全体会合での議事進行を管理し、代理人届出書について規定するため。

し

1

‐
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(b)理事会と下部委員会に関して。

(c)当 会社の運営 (銀行日座の運用と資金の預託を含む)およびその印璽 (も しあるなら)の使

用について。

(d)役職保持者の選出を規定するため。

12.4  当会社内の紛争および不一致の解決を助けるための手続きを設ける。

12.5  構成員に留保されていない当会社のいかなる権限をも行使する。

13 選出・任命による役職保持者

13.1  当会社には、12.3項 (d)の下で設けられた役職保持者に関する細則に沿って選出または

任命された、会長、 トレジャラー、会長エレク ト、直前会長、提唱ディレクターおよびその他の

役職保持者を置くものとする。

13.2  選出・任命による役職保持者はそれぞれが、細則によつて害1り 当てられた任務を遂行す

るものとする。

■4.記 録、計算書類

14.1  理事会は、財務およびその他の記録を取ること、計算書類の監査または独立検査および、

次の書類の作成と会社登記官への送達について、「会社法のJ要件に従わなければならない :

(a)年次届出書

(b)年次報告書

(c)年次決算書

14.2  理事会は、以下を適切に記録 しなければならない :

(a)全体会合でのすべての議事

(b)理事の会合でのすべての議事

(c)委員会のすべての報告

(d)得たすべての専門的なア ドバイス

14.3  当会社に関係する会計記録は、通常の業務時間内のいつでも、理事による精査が受けら

れるようにしなければならず、理事会が決めた場合には、理事ではない人による精査が受けられ

るようにすることができる。

14.4  提供可能な最新の決算報告書のコピーは、請求に応じて、いかなる理事または構成員に

も提供しなければならない3コ ピーはまた、書面で要請 し、当会社の妥当な費用を負担するそれ

以外のいかなる人にも、2か月以内に提供しなければならないc

‐12-
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15。 使用する伝達手段

15.1  本定款の適用を受け
               農ζ綺を含管繰Iふ∬薦基江握件

されるものは、当会社によっ
‐

縄棋ぜ準′:?含嘱怒』
=涯

零
               :曇

江蔭言濯辱馨曇准慮糧邁潅菖する条項は、本定款の下で送ィ

15.2  当会社によって送イ寸

:争
は提供される伝達情報は、次の場合に所定の受け手によって受け取られたと見なすものとす′

(a)郵送の場合は、投函されてから24時間後。

(b)手渡しの場合は、その受け渡 し時。

(C)電子的手段により送られる場合は、それが送信された直後。

:な ;]:;illi言全][::こ
i:吉::き |}:]ζ倉夕:Lξ :D:];:illミ ::ζああま:ξ〔、

卜
」:;〕::13:よ

」二社はずf勢撃才ァIT言煽設型章′響葬[笑曇鼈魯ょfr倉析どこ『緊寒ξξ片洵
に従い、

已濾、当予 写徳塞環褥矛倉T,3観年33ジとこ罪ll電漕纏鰐7争嘗[ζ嬌と讐3籍 ::漫継l蒼ても送付または提供 され得る。

fil讐[]」を言
環讐斑ξfri亀翼賽:L嘉纂易鼻堤祟翼ξ毒高某濡言写な:暫[⊆雲燿官簡詈

16。 補償

当会社は、当会社のそれぞれの

ラ
事

奪kの
職責の中で負った賠償責任について、「2006年会社法」に認められた範囲で補償するもσ

17.改正

本定款は、当会社の構成員の少なくとも 75パーセントによって可決された決議によって改正することができる。ただし、

日前まで層麿属菖層稗層£f訳嬌

同意 してぃない限り、改正案についての通知 |ま、正味日数で 28
)ければならない。

る:2  
「目的」または本項に対 して根本的変更を加えるような場合に|ま 、改正は一切無効であ

17.3  第 4条は改正 してはならない。

２
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18。 用語の説明

181  本定款では、文脈によって別の意味が示 されない限 り、以下の意味で使われる :

.AGM,

(aCnA = annual general meeting)
当会社の毎年の全体会合

`本定款 '

(these articlesl

当会社の定款

`認定代表者 '

(authorized representative)

当会社の会合で構成組織を代表して行為を取ることがそ
の組織によって認められ、その氏名が総務役に伝えられ
ている個人

“理事会 "

(the Board

理事たち (複数)の こと

“当会社 "

(the Comp〔my)
本定款により運営管理される会社

`正味 日数 '

(clear day)

起点の出来事後の夜中 12時から24時間

`ク ラブ '

(Club)

連盟によつて認証され、連盟の一員であり、ソロプチミ
ス トとして知られている個人会員を擁する地元のボラン

ティア奉仕クラブ

`会社法 '

(the Comp`コies A“ )

当会社に適用される限りにおいて「会社法J(「2006年会
社法Jでの定義の通り)

`利益相反理事 '

(Con■icted Director)

当人または関連当事者が当会社から恩恵 (賠償責任保険
料の支払い以外)を受けているもしくは受ける立場にあ
る、または、決定されるべき事項に対 してもしくは当会
社の秘密の情報に関連 して何らかの別個の利害もしくは

責務を持っているという理由により、利益相反が生じて
いるまたは生じるのがもつともな理事

`関連 当事者 '

(collnected Per50n)

理事に関連。当該理事の配偶者、法的に承認されたパー

トナー、パー トナー、親、子、兄弟、姉妹、祖父母、孫。
当該理事が構成員または被雇用者である事務所。当該理

事会が株式資本の 1%以上に受益権を持つ取締役、被雇
用者、株主である会社

`大会 '

(ConventiOni

「目的」や、本協会や世界中のソロプチミス トによって

遂行されている本協会の 「目的」の推進における活動プ
ログラムについて学び、話 し合い、精査 し、見解を作 り

出すことを目的に、世界中からやって来る個々のソロプ

チミス トや他の招待客が、一堂に会することのできる、4

年ごとに開催の特別の大会
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`管理業者 '

(custodian)
財産またはそれに関連 した文書 :ぅ しくは記録の安全な保
管を行 う人または機関

“理事"

(DirectOr)

当会社の理事のことで、“I事たち'(the DiFectors)は

理事会のこと

`文書 '

(document)
別段に特記されていない限 11、 電子言」形態で送付または
提供された文書を含む

`電子的形態 '

(electrOnic fOrm)

「2006年
つもの

`連盟 '

(FederatiOn) 畠]Ё馨鞄彊寧署彎撼だ曇再ζ尻冤夕う与鬼趾奪鷲ヲ;j星

石統T彙幣ぽ脇、黙 輩ζ毅、情卜睾■
を
ふさわしいとして理事会によって承認されるものとす

`財務専門家 '

(financial expel・ L)

12000年
金融サービス・市場法」の下で投資のア ドバイ

スを与える権限を与えられた個人、会社、事務所

`会計年度 '

(financial year)

当曾位 の会計年度

`根本的変更 '

(fundamental change)
本協会に寄付をしている人のもつともな思考の範囲に納
まらなかったよぅな変更

`事務所 '

(firm)

言I言 毛事■■ ■をi二

`賠償責任保険 '

(indemnity insurance)

F:事言ミ追ゃ兵事手篭 |■ 1対 する成功 した弁護の費用に対す
る、また、理事会メンバーが信託違反や義務違反である
また|ま 、そのような違反があるとの申し立てが行われた

写阜禁揮暫彙暦|[震で重蒻置言奪ゑ

`ビ

Iなれζ?侮
た、または、信託違反ゃ義務違反であるかどうかに無頓
着であった場合を除く)について負 ぅ個人的賠償責任十二
対する保険

`物質的な恩恵 '

(material benefit)

金銭に関連 したものではないかもしれないが金銭的価値
のある恩恵

`構成員、構成員の地位 '

(Member、 membership)
当会社の社員であることを指す ― すなわち、連盟のこ
とであり、誤解を避けるために記しておくと、個々のソ
ロプチミス トことを指すのではない
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`月 '

(month)

暦 月

`証券信託会社 '

(nominee cOmpan■

イングランドまたはウェールズで登記 しているか同地に

常設の事業所を持っている法人

`目 的 '

(ObieCtS)

本定款の第 2条に定義されている当会社の 「目的J

=it=千 三 ヨFこ

per5onal interest

理事または関連当事者が直接的、間接的恩恵を受ける状

況や出来事 (賠償責任保険料の支払い以外 )

・ 貴ミ 長■ 言

IPositi]r Hi:ま r

12.3項 に則つて作られた細則に従つて、特定の国際ソロ

プチミス トの役職に選出または任命された人

“三 年
=´

一 ´千ン 、
¨

(Pro〔 eduril[]■ i■ it■ 1lt

12.3項 に貝1つ て作られた細則に従って、会長によつてこ

の役職に任命された人

`総務役 '

(Secrdh『v)

理事たちによつて当会社の総務役に任命されている人

(も しあるなら)ま たは、当会社の総務役の機能を果た

す他の人

`177項 '

(Section■ 7月

「2011年慈善団体法Jの 177項

`ソ ロプチミス ト'

(Soroptimistl

クラブの個々の会員

`署名者 '

(Subsc五bers)

当会社の基本定款の署名者

`書面 '

(written、 in hlitimi

紙の上で読める文書または、電子的手段によつて送られ

紙に印字可能な文書

rlf,t
(year)

暦年じ

18.2  本定款に別段に持記されていない限り、「会社法Jで定義された表現は同じ意味を持つ。

18.3  議会制定法への言及 |ま 、その時々に改正または再制定された当該法律およびその下で作

られた下位法を指す
=

18.4  誤解を避けるために記 しておくと、本定款および 12.3項に則つて作られる細則には、イ

ングランドおよびウェールズ法 (英国法)が適用される。
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